
 

 

資料１－１ 

 

えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画（第 3期）に関する 

意見の募集（パブリックコメント）について （結果） 

 

えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画（第 3 期）について、鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）第７条の４に基づき、意

見の募集（パブリックコメント）を以下の通り実施した。 

 

案の公示日 2024 年 11 月 19 日 

受付開始日時 2024 年 11 月 19 日 0 時 0 分 

受付締切日時 2024 年 12 月 20 日 0 時 0 分 

 

１．意見提出者の内訳 

 

 メール・e-Gov ＦＡＸ 郵 送 計 

個  人 ２      ２ 

 団  体    
 

計    ２ 

 

２．提出された意見 

 

意見の種別 件数 意見の内容 

賛成   

反対   

その他 ２ ・ゼニガタアザラシの狩猟を支持する。 

・少ない漁業資源を人間とアザラシが奪い合う状況が続く

限り共存は不可能であり、漁獲量減少の回復案が必要。 

 

  



 

 

 

（参考）パブリックコメントにおける意見への回答 
 

意見

NO. 
意見の概要 件数 回答 

1 ゼニガタアザラシの狩猟に賛成し、

保護には反対する。 

世界の海にアザラシは多数生息して

おり、襟裳岬を特別に保護する必要

性を感じない。漁業協同組合の漁獲

高激減し、消費者が国産水産物を十

分購入できない事態を招いているこ

とも怒りの原因である。 

1 本件はえりも地域のゼニガタアザ

ラシの管理に関する計画であり、

狩猟鳥獣の検討を行うものではあ

りませんが、えりも地域における

ゼニガタアザラシの個体数調整を

含めた管理については今後も適切

に取り組んで参ります。いただい

た意見は今後の施策の参考とさせ

ていただきます。 

2 漁獲量減少への具体的な回復案につ

いて記載がない。 

減少し続ければアザラシの個体数へ

の影響以外に、漁業者の生計やサケ

の絶滅などの新たな生態学的問題が

発生する可能性がある。 

少ない資源を人間とアザラシが奪い

合う状況が続く限り共存は不可能で

ある。 

1 本件はえりも地域のゼニガタアザ

ラシの管理に関する計画であり、

漁業資源や漁獲量の回復を図るも

のではありませんが、今後も地域

の漁業者の皆様と意見交換を図り

ながら、ゼニガタアザラシの管理

に取り組んで参ります。いただい

た意見は今後の施策の参考とさせ

ていただきます。 

 


